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希少な野生動物の保護管理

☆ 希少な野生動物を保護するための生息状況等の調査、生息・採餌環境の保全、整

備、観察会等を推進

１ 趣旨・概要

生物多様性保全の観点から、絶滅が危惧されている野生動植物の保護管理のため、

巡視、生息状況の調査、生息環境の整備等の保護対策を積極的に行います。

２ 平成２３年度の取組内容

（１）対象種

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で指定されている国

内希少野生動植物種（政令指定種 87 種）のうち、11 種（哺乳類 3 種、鳥類 6 種、
昆虫類 2種）について、保護管理事業を実施します。

（２）具体的な取組事項

５つの地域（森林管理署）において、以下の取組等を実施

① 署員、自然保護管理員による個体の保護・保全に係る巡視

② 生息状況、生息環境の調査（委託調査含む）

③ 保護管理対策の検討（委託調査含む）

④ 生息・採餌環境の保全や整備

⑤ 観察会等の実施を通じた希少種の保護管理に関する普及啓発

（参考）実施署、地域、種

①長崎森林管理署（対馬） ：ツシマヤマネコ

②熊本森林管理署（矢部内大臣）：ゴイシツバメシジミ

③熊本南部森林管理署（市房山）：ゴイシツバメシジミ

④鹿児島森林管理署（奄美大島）：オオトラツグミ、オーストンオオアカゲラ、

アマミヤマシギ、アマミノクロウサギ

⑤沖縄森林管理署 （やんばる地区）：ノグチゲラ、ヤンバルクイナ

ヤンバルテナガコガネ

（西表島） ：イリオモテヤマネコ、カンムリワシ

ツシマヤマネコ ゴイシツバメシジミ イリオモテヤマネコ カンムリワシ

【問い合わせ先】 指導普及課長 石神 TEL:096-328-3591


